
 

令和４年度第１回食育推進会議次第 

 

                    日 時 令和４年５月２５（水） 

                        午後２時から 

                    場 所 保健センター  

 

 

  １ 開会 

 

  ２ 委員の紹介等について 

 

  ３ 委員長及び副委員長の選考について 

 

  ４ 食育推進会議について 

 

  ５ 食育コーディネータの選考について 

 

  ６ 議 事 

⑴小金井市食育ホームページについて 

   ⑵小金井市民歯と口の健康について 

 

  ７ 閉会 

 



別紙 

 

小金井市食育推進会議委員名簿 

  

令和４年５月２５日 

No. 選出区分  氏  名 

●市民（５人）  

１ 公募市民  牧野
ま き の

 まや  

２ 公募市民  雀部
さ さ べ

 かおり  

３ 公募市民  横山
よこやま

 英吏子
え り こ

 

４ 公募市民  妹尾
せ の お

 和子
か ず こ

 

５ 公募市民  太田
お お た

 篤
あつ

胤
たね

 

●学識経験者（２人）  

６ 実践女子大学生活科学部食生活科学科准教授  山岸
やまぎし

 博
ひろ

美
み

 

７ 野菜料理研究家  松嶋
まつしま

 あおい  

●関係機関の役員又は職員（７人）  

８ 小金井市立東小学校栄養教諭  伊熊
い く ま

 和也
か ず や

 

９ 小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会  北脇
きたわき

 理
り

恵
え

 

 １０ 小金井市社会福祉協議会  井上
いのうえ

 正子
ま さ こ

 

１１ 東京都小金井歯科医師会  服部
はっとり

 聡
さとし

 

１２ 小金井市農業振興連合会  萩原
はぎわら

 英
ひで

幸
ゆき

 

１３ 東京むさし農業協同組合小金井支店  桜井
さくらい

 努
つとむ

 

１４ 小金井市商工会  保谷
ほ う や

 匠
たくみ

 

●関係行政機関の職員（１人）  

１５ 東京都多摩府中保健所  松本
まつもと

 祐子
ゆ う こ

 

●市の職員 

１６ 小金井市福祉保健部長  中谷
な か や

 行男
ゆ き お

 

 

 



資料１ 

令和４年５月２５日 

 

小金井市食育推進会議の運営等について 

 

１ 会議録作成の基本方針等 

 ⑴ 小金井市食育推進会議（以下「推進会議」という。）における会議録の作成は、

市民参加条例施行規則第５条の規定により、①全文記録、②発言者の発言内容ごと

の要点記録、③会議内容の要点記録の作成方法のうち、全文記録とする。 

 ⑵ 会議録は、原則として次回の推進会議で内容の確認後、ホームページに掲載し、

情報公開コーナー（第二庁舎６階）等に据え置き公開する。 

 ⑶ 発言者名を正確に把握するため、推進会議での発言は会長が指名後、名前を発

言してから行う。（例「○○です。○○○については、・・・」） 

 

２ 推進会議の公開 

 推進会議は、小金井市市民参加条例第６条の規定により、原則として公開する。 

 

３ 推進会議の開催日時及び会場 

 推進会議は、小金井市保健センター又は市の施設等を会場とし、推進委員の出席が

多い日時で調整を図ることとする。 

 

４ 推進会議の傍聴 

 小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領のとおりとする。 

 

５ 資料提出等 

 ⑴ 委員が書面で資料等を提出する場合は、資料名、委員名、提出日を記載して事

務局へ推進会議開催日の土日祝日を除く３日前の午後５時までに提出するものとす

る。 

 ⑵ 傍聴者を含む市民からの推進会議の検討内容等に対する意見は、「意見・提案シ

ート」を用いて、推進会議開催日の土日祝日を除く３日前の午後５時までに提出し

（氏名、提出日を記載していただく。）、推進会議で配付するものとする。 



資料２ 

   小金井市食育コーディネータ運営規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、小金井市食育推進基本条例（平成２５年条例第２２号。以下「条

例」という。）第１４条第９項の規定に基づき設置された食育コーディネータの運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 食育コーディネータは、条例第３条に規定する基本理念を踏まえ、関係機関

（同条第３号に規定する関係機関をいう。以下同じ。）との幅広い連携を促進し、も

って、小金井市（以下「市」という。）の食育の推進を図るため、次に掲げる事務を

所掌する。 

 ⑴ 関係機関及び市民から食育に関連する情報を収集し、連携の促進に必要な情報

を関係機関及び市民に提供すること。 

 ⑵ 市内で食育に携わる団体等の活動内容等の情報を集約し、連携の促進に必要な

情報を関係機関及び市民に提供すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市の食育推進に必要な事項に関すること。 

 （協力の要請） 

第３条 食育コーディネータは、前条の事務を遂行するため、条例第１４条第 1項に

規定する小金井市食育推進会議（以下「推進会議」という。）に必要な協力を求める

ことができる。 

２ 推進会議の委員（以下「委員」という。）は、食育コーディネータから前条の規定

による協力の求めがあった場合は、協力に努めるものとする。 

 （任期） 

第４条 食育コーディネータの任期は委員の任期とし、再任を妨げない。ただし、補

欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （庶務） 

第５条 食育コーディネータの運営に関する庶務は、福祉保健部健康課が処理する。 

 （委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、食育コーディネータの運営に関し必要な事項

は、市長が推進会議に諮り、別に定める。 

 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２７年１０月２７日から適用する。 



資料３

令和３年度　食育コーディネータ記録 （令和４年３月３１日現在）

依頼者
NO. 依頼日時 団体名　氏名 依頼内容

1 R3.7.6 公開講座のちらしの配布 ニュースレターの配布

2 R3.8.17 ニュースレターの配布 食育HP委員の市民ボランティア委員から保護者、教職員向けに食育の話をしてほしい。

3 R3.10.11 ちらしの配布 ニュースレターの配布

4 R3.10.25 東京都健康長寿医療センター 公開講座のちらしの配布

5 R4.1.7 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会ニュースレターの配布

6 R4.1.7
「楽しみながら食を育もう！」
第13回東京都食育フェア

ちらしの配布





 


